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業績勘案率再審議において留意すべき事項に係

る調査結果 

 

雇用・能力開発機構 

 

平成 22年 12月 17 日付け政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評

価分科会第５ワーキング・グループ主査事務連絡「独立行政法人雇用・能力開

発機構の役員退職金にかかる業績勘案率（案）について」等により、再審議を

進める上で留意するべき事項として提示された事例について、雇用・能力開発

機構において行った調査結果は以下のとおりである。 

 

１．地方施設における不適正経理について 

 本件については、会計検査院による検査及び会計検査院未受検施設を対象に

雇用・能力開発機構が実施した自主点検において、都道府県センター等の地方

施設において預け金及び差替えの不適正経理が判明したものである。 

本件については、地方の施設内の経理部門においてのみ行われた問題であり、

他部署の物品要求者である職員は不適正な預け又は差替の経理について関与

及び関知しているものではなかった。現場施設の経理業務担当者のみで会計処

理を行うことは可能であり、暗黙の了解を含め他部門の職員と意思疎通の上行

われていたものではない（別添１参照）。なお、関係職員については既に処分

を行っている（別添２参照）。 

 

２．国際能力開発支援センターの運営委託契約について 

 本件については、国際能力開発支援センター（以下「センター」という。）

の運営委託契約において、①センターの運営とは関係のない事務所経費等及び

センターの運営に従事していなかった職員の人件費を運営費に含めて計上し

ていたこと、②センター内の自動販売機の売上手数料が協会の自己収入とされ

運営収入に計上されていなかったことについて、会計検査院から不当事項と認

められたものである。 

本事業は機構本部の企画部で所掌しており、他部署の職員は一切関与してい

なかった（別添３参照）。なお、当該事業の責任者については、年度末までに

処分を行うこととしている（別添４参照）。 

 



３．緊急人材育成支援事業に係る不正受給事案について 

 本事例は、訓練実施機関が訓練奨励金や訓練受講者の訓練・生活支援給付の

支給申請を行うに当たり、出席数を水増しして請求をした疑いが持たれている

ものである。 

訓練奨励金及び訓練・生活給付については、中央職業能力開発協会で支給さ

れるものであり、雇用・能力開発機構においては、中央職業能力開発協会から

訓練奨励金の支給申請書の受付及び審査業務を委託されていたものであるが、

委託契約においては、審査に当たり受講者出欠報告書の内容と出席簿等の原簿

を対比することまでは求められておらず、能開機構の審査業務に瑕疵があった

ものではないと考えている（別添５参照）。 



別添１ 

 

地方施設における不適正経理の概要等について 

 

 

＜事例の概要＞ 

会計検査院が検査した本部及び都道府県センター等 29 施設のうち９施設で

「預け金」（別紙１－１）及び「差替え」（別紙１－２）の不適正経理が指摘さ

れた。 

雇用・能力開発機構が会計検査院未受検施設（85 施設）を平成 21 年２月 27

日から平成 22 年９月 16 日にかけて自主検査したところ、16 施設で不適正経理

が判明した。 

 

・調査の方法 

①会計実地検査において、一部の施設で物品等の調達に係る不適切な会計処理

が確認されたことを受け、平成 21年２月 27日から３月９日にかけて、施設

長による総務課長に対する聞き取り調査を実施し、その結果、不適切な会計

処理が判明した 11 施設については、平成 21 年５月 15 日から６月４日にか

けて、施設長等関係職員及び事業主に対する聞き取り・会計帳簿等の確認に

よる調査を実施。 

②平成 22 年８月 16 日から９月 16 日にかけて、会計検査を実施していない施

設に対し、会計検査院と同様の手段により、物品購入の取引事業主に対して

協力要請をすることにより、事業主から会計帳簿を借り受け、施設の会計記

録と事業主の取引記録との照合確認を実施。その結果、不適切な会計処理が

判明した５施設については、さらに施設長等関係職員及び事業主に対する聞

き取り調査を実施。 

 

・自主点検の実施状況 

 別紙２のとおり。 

 

・調査結果 

全 114施設中 25施設（約 2,606万円）で不適正経理が行われていた。 

※預け金及び差替えで納入した物品は別紙３のとおり。 

 

＜本件の関係職員について＞ 

都道府県センター等での物品調達に係る手続は別紙１－１及び１－２のとお

り。施設内の経理担当者により預け金及び差替えが行われていたものであり、



他部署の物品要求者である職員は不適正な預け又は差替の経理について関与及

び関知しているものではない。 

 

＜関係職員の処分について＞ 

 別添２のとおり。 



物品調達に係る手続きの流れ（預け金） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

請求者 

（経理担当者） 

総務課長 
施設長 

（契約事務責任者） 

業 者 

⑩ 

発 

注 

 

⑪ ⑫ 

納 請 

品 求 

 

施 

設 

の

経

理

事

務

手

続

き 

②購入申請（物品Ａ） 

（物品取得請求書） 
③購入申請（物品Ａ） 

（物品取得請求書） 

⑦発注申請（物品Ａ） 

（契約決議書） 

④購入承認（物品Ａ） 

（物品取得請求書） 

⑧発注申請（物品Ａ） 

（契約決議書） 

⑨発注承認（物品Ａ） 

（契約決議書） 

 

 

 

経理担当者 

⑥ 

見積

依頼 

 

総

務

課 

⑤ 

申請書類 

回付 

（物品取得

請求書） 

架 空 の 要 求 者 

① 
調達依頼 
(物品Ａ) 

⑬
物
品
受
領
（
物
品
Ａ
） 

納品書・請求書は物品Ａ

が一括納品されたこと

となっているが、実際に

は必要の都度、納入され

ていた。 

【預け金】 

業者に架空取引を指示するなどして、契約した物品

が納入されていないのに納入されたとする虚偽の内容

の関係書類を作成することなどにより物品費を支払い、

当該支払金を業者に預け金として保有させて、後日、

これを利用して契約した物品とは異なる物品を納入さ

せるもの 

 



 
物品調達に係る手続きの流れ（差替え） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

請求者 

（総務担当者） 

総務課長 
施設長 

（契約事務責任者） 

業 者 

⑩ 

発 

注 

 

⑪ ⑫ 

納 請 

品 求 

 

施 

設 

の

経

理

事

務

手

続

き 

②購入申請（物品Ｂ・Ｃ） 

（物品取得請求書） 

⑦発注申請（物品Ｂ・Ｃ） 

（契約決議書） 

④購入承認（物品Ｂ・Ｃ） 

（物品取得請求書） 

⑨発注承認（物品Ｂ・Ｃ） 

（契約決議書） 

 

 

 

経理担当者 

⑥ 

見積

依頼 

 

総

務

課 

⑤ 

申請書類 

回付 

（物品取得

請求書） 

③購入申請（物品Ｂ・Ｃ） 

（物品取得請求書） 

⑧発注申請（物品Ｂ・Ｃ） 

（契約決議書） 

本来は納品された物品ＢとＣの

調達として②～⑨の手続きを行

うべきところ、納品書・請求書

は物品Ｂのみが記載されており

施設の会計処理は物品Ｂの調達

として処理されているが、実際

には物品Ｂ及び物品Ｃが納入さ

れており、業者の帳簿には物品

ＢとＣの納品が記録されてい

る。 

要 求 者 

① 
調達依頼 
(物品Ｂ) 

⑬
物
品
受
領
（
物
品
Ｂ
・
Ｃ
） 

⑭
物
品
受
領 

（
物
品
Ｂ
） 

要求者は、業務に必要な物品を
要求しただけであり、経理担当
者が要求された物品の調達に
あたって差替えを行っていた
ことは認識していない。 

【差替え】 

 業者に虚偽の請求書等を提出させて、契約した

物品が納入されていないのに納入されたとする虚

偽の内容の関係書類を作成することなどにより、

物品費を支払い、実際には契約した物品とは異な

る物品に差し替えて納入させていたもの  



別紙２

1 本部 ○
2 北海道センター ○ 差替え
3 北海道職業能力開発促進センター ○
4 旭川職業能力開発促進センター H22.9.2
5 釧路職業能力開発促進センター H22.9.1
6 函館職業能力開発促進センター H22.8.27
7 青森センター H22.9.3 差替え（自）
8 岩手センター H22.9.2 差替え（自）
9 岩手職業能力開発促進センター H22.9.3
10 宮城センター H22.9.6
11 宮城職業能力開発促進センター H22.9.6
12 秋田センター H22.9.8
13 秋田職業能力開発促進センター H22.9.8
14 山形センター ○
15 山形職業能力開発促進センター ○
16 福島センター ○ 預け
17 福島職業能力開発促進センター ○
18 いわき職業能力開発促進センター H22.8.27
19 会津職業能力開発促進センター H22.9.1
20 茨城センター H22.9.6
21 茨城職業能力開発促進センター H22.9.6
22 栃木センター ○
23 群馬センター H22.9.1
24 埼玉センター ○
25 埼玉職業能力開発促進センター ○
26 千葉センター ○ 差替え
27 君津職業能力開発促進センター H22.9.7
28 東京センター H22.9.1
29 神奈川センター H21.6.2 H22.9.2 預け（自）
30 関東職業能力開発促進センター H22.9.2
31 新潟センター H22.8.30
32 新潟職業能力開発促進センター H22.8.30
33 富山センター H22.8.27
34 富山職業能力開発促進センター H22.8.27
35 石川センター H22.9.16
36 福井センター H21.6.2 H22.9.6 預け（自）
37 福井職業能力開発促進センター H22.9.6
38 山梨センター H21.5.26 H22.8.12 預け（自）
39 長野センター H22.9.14
40 松本職業能力開発促進センター H22.9.14
41 岐阜センター ○ 預け
42 岐阜職業能力開発促進センター ○
43 静岡センター H22.9.3
44 愛知センター H22.9.8
45 中部職業能力開発促進センター H22.9.8
46 三重センター H22.9.6
47 三重職業能力開発促進センター H22.9.6
48 南伊勢職業能力開発促進センター H22.9.6
49 滋賀センター ○
50 京都センター H22.9.6
51 京都職業能力開発促進センター H22.9.6
52 大阪センター ○ H21.6.4 預け（自）
53 関西職業能力開発促進センター ○
54 兵庫センター ○
55 加古川職業能力開発促進センター H22.9.2
56 奈良センター H21.5.20 H22.8.30 預け（自）

会計検査において都道府県センタ等25施設のうち９施設で不適正経理が指摘されたことを受け、①平成21年２月～６
月、②平成22年７月末～９月の２回に分けて、会計検査院未受検施設であった施設に対し、以下のとおり自主点検を
行っている。

自主検査の実施状況

会計検査対
象施設

自主点検実施日
（1回目）

№ 施設名
自主点検実施日

（2回目）
預け・差替えの有

無



57 奈良職業能力開発促進センター H22.8.30
58 和歌山センター H22.9.7
59 鳥取センター H22.9.1
60 米子職業能力開発促進センター H22.9.1
61 島根センター H22.9.3
62 島根職業能力開発促進センター H22.9.3
63 岡山センター H22.9.1
64 広島センター H21.6.4 H22.9.9 預け（自）
65 山口センター H22.9.1
66 徳島センター H21.5.21 H22.8.27 預け（自）
67 徳島職業能力開発促進センター H22.8.27
68 香川センター ○
69 愛媛センター H21.6.3 H22.8.16 預け（自）
70 高知センター H22.9.2
71 福岡センター H22.8.20
72 八幡職業能力開発促進センター H22.8.20
73 飯塚職業能力開発促進センター H22.8.24
74 佐賀センター H22.9.6
75 長崎センター H22.9.7
76 長崎職業能力開発促進センター H22.9.7
77 佐世保職業能力開発促進センター H21.6.2 H22.9.7 預け（自）
78 熊本センター ○ 預け
79 熊本職業能力開発促進センター ○ 預け・差替え
80 荒尾職業能力開発促進センター H22.9.1
81 大分センター ○ 預け
82 大分職業能力開発促進センター ○
83 宮崎センター H21.5.15 H22.9.2 預け（自）
84 延岡職業能力開発促進センター H22.9.2
85 鹿児島センター H22.9.7
86 沖縄センター ○
87 沖縄職業能力開発促進センター ○
88 高度職業能力開発促進センター H22.9.6
89 職業能力開発総合大学校 H22.9.2
90 職業能力開発総合大学校東京校 H22.9.6
91 北海道職業能力開発大学校 H22.8.30 差替え（自）
92 東北職業能力開発大学校 H22.9.9
93 青森職業能力開発短期大学校 H22.9.9
94 秋田職業能力開発短期大学校 H22.9.2
95 関東職業能力開発大学校 ○
96 千葉職業能力開発短期大学校 ○
97 北陸職業能力開発大学校 H22.8.27 差替え（自）
98 新潟職業能力開発短期大学校 H22.9.6
99 石川職業能力開発短期大学校 H22.9.6
100 東海職業能力開発大学校 H21.5.28 H22.9.1 預け（自）
101 浜松職業能力開発短期大学校 H22.9.1
102 近畿職業能力開発大学校 H22.8.25
103 滋賀職業能力開発短期大学校 ○ 差替え
104 京都職業能力開発短期大学校 H22.8.26
105 中国職業能力開発大学校 H22.9.1 差替え（自）
106 島根職業能力開発短期大学校 H22.8.23
107 福山職業能力開発短期大学校 H22.8.31
108 四国職業能力開発大学校 ○
109 高知職業能力開発短期大学校 H22.9.1
110 九州職業能力開発大学校 H22.9.9
111 川内職業能力開発短期大学校 H22.9.6
112 沖縄職業能力開発大学校 H22.8.30
113 港湾職業能力開発短期大学校横浜校 H22.9.6
114 港湾職業能力開発短期大学校神戸校 ○ 差替え

※1回目の自主点検実施日については、施設長による総務課長に対する聞き取り調査の結果、不適切な会計処理が
判明した施設に対する実態調査の日付けであること。



会計実地検査指摘事案内訳

物品名 数量 物品名 数量

1 大分センター H21.2.5 預け Ｈ14 1 4,262,232
事務用消耗品一式 － 事務用消耗品一式 －

H17 4 1,800,540

H18 2 190,117

H19 2 495,442

H20 1 131,250

計 9 2,617,349

3 北海道センター H21.5.14 差替え H18 1 65,100
アルミ角材 2本 ラジオペンチ 200本

4 千葉センター H21.12.14 差替え H19 1 138,600
名刺印刷 66箱 名刺印刷

角2封筒印刷
20箱

1,500枚

5 滋賀短大校 H22.1.27 差替え H17 19 86,386
色上質紙A4
色上質紙A3

49箱
3箱

トイレットペーパー 2,200ロール

H17 1 9,450

手提げ袋 50枚 コピー用紙A4
コピー用紙A3
コピー用紙B4

30〆
1〆
1〆

H18 1 73,710

プランニングパネル安定脚 18個 ハサミ
アラビックのり
コピー用紙A4
ワープロラベル用紙
フラットファイル
消しゴム
リサイクルトナー

10丁
30個
20箱
1冊

150冊
1個
2個

計 2 83,160

H14 1 181,398

テスター
ブレーカー
スイングチャッキ
ボールバルブ
ステンエルボ
ステンユニオン

6個
10個
20個
20個
20個
20個

SUS蝶番
MD2100マッサープラス
研磨パッド

4箱
2台
50枚

H18 1 3,465 替え砥石 10個

計 2 184,863

差替え H17 1 210,000

INAXシャワー付蛇口混合栓サーモ付
TOTO混合栓
鋼管50A
鋼管40A

3個

3個
5本
4本

バキュームクリーナー 1台

9 岐阜センター H22.6.1 預け H16 4 813,487

チューブファイル3㎝
チューブファイル5㎝
チューブファイル8㎝
チューブファイル10㎝
コピー用紙A4

150冊
150冊
150冊
150冊
200箱

チューブファイル3㎝
チューブファイル5㎝
チューブファイル8㎝
チューブファイル10㎝
チューブファイルB5
チューブファイル5㎝横
コピー用紙A4

154冊
150冊
135冊
120冊
6冊
5冊

200箱

差替え

預け

実際の納品物品

預け

リソグラフ　黒インク
リソグラフ　マスター
トイレットペーパー
コピー用紙A4
コピー用紙　A3
コピー用紙B4

90本
37本
220箱
970箱
20箱
45箱

リソグラフ　黒インク
リソグラフ　マスター
トイレットペーパー
コピー用紙A4
コピー用紙　A3
コピー用紙B4
フラットファイル

90本
37本
120箱
1,159箱
30箱
45箱
1袋

事案の別 年度 件数 金額
会計記録上の調達物品番

号
施設名 検査実施日

2 福島センター H21.4.23

6 港湾神戸校 H22.2.18

7
(8)

熊本センター
（熊本職業能力開
発促進センター含
む）

H22.5.11

（
別
紙
３
）



自主点検事案内訳

物品名 数量 物品名 数量

1 青森センター 差替え H17 1 1,271

リムーバー
ハリトルプロ
ボールペン

1個
1個
1箱

来客用コーヒー 2個

2 岩手センター 差替え H17 3 281,202

キヤニヨンスプレー
ダスターモップ
フリーハンドEXアルミ
HPフリーハンドルEXアルミ
プロテック伸縮ボール
糸ラーグE-8

40個
10本
10本
20個
16本

キヤニヨンスプレー
ダスターモップ
ラベルライターテプラ
フリーハンドEXアルミ
HPフリーハンドルEXアルミ
プロテック伸縮ボール
USBコンバータ
外付け型ハードディスク
糸ラーグE-8

30個
4本
1台
10本
20個
15本
1個
1個
20個

3 神奈川センター H16 1 476,500

H17 1 625,590

計 2 1,102,090

4 福井センター H16 2 68,000 トイレットペーパー 66箱 トイレットペーパー 66箱

H17 2 108,800

H18 1 54,400

H19 4 217,600

9 448,800

5 山梨センター H16 1 378,000 コピー用紙A4 490箱 コピー用紙A4 490箱

H17 1 471,830

2 849,830

6 大阪センター 預け H16 1 511,350

封筒印刷角2
封筒印刷長3

20,000枚
50,000枚

封筒印刷角2
封筒印刷長3

20,000枚
50,000枚

7 奈良センター H16 2 1,297,338 コピー用紙A4 1,727箱 コピー用紙A4 1,727箱

H18 4 1,488,375

6 2,785,713

8 広島センター H16 1 621,810

H17 2 1,096,189

H17 2 400,000

H18 1 928,340

H18 1 240,000

7 3,286,339

9 徳島センター 預け H16 2 436,596

コピー用紙A4
コピー用紙B4

300箱
13箱

コピー用紙A4
コピー用紙B4

300箱
13箱

コピー用紙A4
コピー用紙A3
コピー用紙B4
トイレットペーパー

1,900箱
80箱
70箱
160箱

コピー用紙A4
コピー用紙A3
コピー用紙B4
色上質紙A3

408箱
10箱
10箱
50〆

コピー用紙A4
コピー用紙A3
コピー用紙B4
色上質紙A3

408箱
10箱
10箱
50〆

預け

預け

預け

預け

コピー用紙A4
コピー用紙A3
コピー用紙B4
トイレットペーパー預け

1,900箱
80箱
70箱
160箱

金額
会計記録上の調達物品 実際の納品物品

件数
番
号

施設名 事案の別 年度



物品名 数量 物品名 数量
金額

会計記録上の調達物品 実際の納品物品
件数

番
号

施設名 事案の別 年度

10 愛媛センター H15 9 498,921

H16 4 141,090

H17 1 587,500

H18 6 257,480

20 1,484,991

11 佐世保ポリテク 預け H17 6 1,197,000

コピー用紙A4
コピー用紙B4

460箱
250箱

コピー用紙A4
コピー用紙B4

460箱
250箱

12 宮崎センター 預け H16 1 1,255,520

コピー用紙A4
コピー用紙A3
コピー用紙B4
色上質紙

2,000〆
700〆
500〆

14,000枚

コピー用紙A4
コピー用紙A3
コピー用紙B4
色上質紙

2,000〆
700〆
500〆

14,000枚

13 北海道能開大 差替え H19 1 42,840

トナーカートリッジ 3本 ポリテックビジョン優秀発表者表彰用
楯

8個

14 北陸能開大 H18 1 5,100
カラープリンタ用紙3箱
鉛筆

3箱
1ダース

タイ王国パヤップ大学一行の表敬訪問
時の飲み物

2ダース

H18 2 74,340

H19 6 336,996

H20 7 287,847

小計 16 704,283

15 東海能開大 H16 3 917,124

H17 1 900,510

H18 1 962,910

H19 1 378,000

6 3,158,544

16 中国能開大 差替え H18 3 49,966

チューブファイル
インクカートリッジ
ポストイット
ＰＲＯテープ
ローレット
トナー　ブラック

20冊
2個
3箱
1個
10個
2本

コピー保守料（過年度支払い漏れ分）
ステープラー10号
プリット　ミディアム
シャープペンシル
ハサミ
ポストイット
ボールペン
コピー用紙A4

一月分

2個
10本
20本
2個
4個
30本
50冊

　別紙参照

コピー用紙A4
コピー用紙A3
コピー用紙B4
パーテーション設置費用不足分（A4コ
ピー用紙30箱に相当）

1,314箱
35箱
30箱
一式

コピー用紙A4
コピー用紙A3
コピー用紙B4
コピー用紙B5
トイレットペーパー

867箱
78箱
30箱
1箱
41箱

預け

差替え

預け

コピー用紙A4
コピー用紙A3
コピー用紙B4
コピー用紙B5
トイレットペーパー

867箱
78箱
30箱
1箱
41箱

色上質紙
色上質紙　超厚口
レーザープリンタ用紙A4　12片カットタ
イプ
コピー用紙A4
コピー用紙A3
コピー用紙B4
コピー用紙B5

40冊
7冊
3冊

1,544箱
90箱
90箱
15箱

　別紙参照



北陸能開大差替え取引 別紙

会計記録上の調達物品 実際の納品物品
品名 数量 品名 数量
IC1BK03　ブラックインク 2 MX3200（キーボード） 1
IC1Y03　イエローインク 2 エクセル統計2006（ソフトウェア） 1
IC1C03　シアンインク 2 PX-A720(エプソン　プリンター） 1
IC1LC03　ライトシアンインク 2 ICBK46 3
IC1M03　マゼンダインク 2 ICY46 3
IC1LM03　ライトマゼンダインク 2 ICM46 3
PMSP24R3　マットロール紙24インチ 1 ICC46 3
PMSP36R3　マットロール紙36インチ 1 TBBH4GB（USBメモリ） 1
IC1BK03　ブラックインク 1 PowerX PartitionManager 8（ソフトウェア） 1
IPSIOトナー　シアンタイプ9800 1 IPSIOトナー　ブラックタイプ 1
トナーカートリッジ　タイプ86A 1 IPSIOトナー　イエロータイプ 1
LPCA3ETC2K　トナー　クロ 1 IPSIOトナー　マゼンダタイプ 1
IC1BK03　インク　クロ 1 IPSIOトナー　シアンタイプ 1
IC1C03　インク　シアン 1 トナーカートリッジ　タイプ85 1
IC1LC03　インク　ライトシアン 1 トナーカートリッジ　タイプ85 1
IC1M03　インク　マゼンダ 1 HDPG　SU160（ハードディスク） 1
IC1LM03　インク　ライトマゼンダ 1 LPCA3ETC2C 1
IC1Y03　インク　イエロー 1 LPCA3ETC2M 1
PXMC16R11　プロフェッショナルフォトペーパー 1 LPCA3ETC2Y 1
LPCA3ETC2C　シアン 1 LPCA3ETC2K 1
LPCA3ETC2M　マゼンタ 1 IC1BK03 1
LPCA3ETC2Y　イエロー 1 IC1C03 1
IPSIOトナー　マゼンタ　タイプ9800 1 IC1LC03 1
EP-66　トナーカートリッジ　CANON 1 IC1M03 1
PMSP44R6　普通紙ロール45m2ホン 1 IC1LM03 1
リコートナータイプ85A 1 IC1Y03 1
CANONトナー　509 1 プリンター修理1台分一式 1
IPSIOトナー　ブラック　タイプ9800 1 アカデミックOffice 1
IPSIOトナー　イエロー　タイプ9800 1 アカデミックOfficePro（ソフトウェア） 1
ICBK46　クロインク 6 PSG10（キャノン　デジタルカメラ） 2
ICY46　イエロー 5 IVISHFS10（キャノン　ビデオカメラ） 1
ICM46　マゼンタ 5 JUST　suite2009 1
ICC46　シアン 5
DVD-RW　DR47WPY10SN 6
USBケーブル5m 2
IC6CL50　インク6色セット 4
CDRW700D　CD-R/W　700MB 41
LPA3ETC9Y　トナーイエロー 1
LPA3ETC9K　トナークロ 1
PowerShotG10　デジタルカメラ 1
LPA3ETC9C　トナーシアン 1
LPA3ETC9M　トナーマゼンタ 1
VP-66　トナー 1
JUST　Suite2009特別バージョンアップ版 1
MO640MB　MOメディア10枚入 5
DVD-Rメディア10枚入 7



別添２

施設名 役職（在籍時） 処分内容 処分対象期間

北海道センター 所長 注意（口頭） H18

福島センター 所長 注意（口頭） H17

所長 厳重注意 H18～19

所長 厳重注意 H20

千葉センター 所長 厳重注意 H19

所長 不処分(退職） H20

岐阜センター 所長 厳重注意 H16

所長 厳重注意 H17

所長 厳重注意 H18

所長 不処分(退職） H14～16

所長 厳重注意 H17～18

所長 訓告 H19～21

総務課長 厳重注意 H14

総務課長 厳重注意 H15～17

総務課長 厳重注意 H18

次長 訓告 H19～20

次長 訓告 H21

大分センター 所長 訓告 H14～16

所長 訓告 H17

総務課長 訓告 H14

総務課長 訓告 H15～16

総務課長 訓告 H17

経理係長 訓告 H14

経理係長 訓告 H15～16

近畿職業能力開発大学校附属滋賀職業能
力開発短期大学校

校長 不処分(退職） H17

港湾職業能力開発短期大学校神戸校 校長 厳重注意 H17～18

※　預け金の残高が解消されるまでの期間を処分対象としていること。

地方施設における不適正経理に係る職員の処分状況

熊本センター
（熊本職業能力開発促進センターを含む）



別添３ 

 

 

国際能力開発支援センターの運営委託契約について 

 

 

＜事例の概要＞ 

・国際能力開発支援センター（以下「センター」という。）は、雇用・能力開発

機構が昭和 59年に設置し、委託契約により、研修室等の運営収入で運営費用を

賄うこととして、財団法人海外職業訓練協会（以下「協会」という。）が運営す

ることとされていた。 

 

・センターの運営委託契約書においては、以下の点が定められている。 

①委託費は無償とし、センターの運営により生ずる運営収入は協会に帰属し、

センターの運営費に充当しなければならない。 

②運営費については、他の経費と区分しておかなければならない。 

③毎事業年度の終了後、運営収支実績報告書を提出しなければならない。 

 

・会計検査の結果、以下の点が判明している。 

①センターの運営とは関係のない事務所経費、飲食費、慶弔費等の経費や、海

外のボランティア活動に参加していてセンターの運営に従事していない協

会職員の人件費を運営費に含めて計上していた。 

②センター内の自動販売機の売上手数料全額を協会の自己収入としていて、運

営収入に計上していなかった。 

→ 平成 17年度から 21年度までの５年間で、計 3,800万円が不当と指摘。 

 

・委託契約に基づき運営収支実績報告書（別紙１参照）を提出されていたが、

会計検査院から指摘された不当事項について見抜くことはできなかった。 

 

＜本件の関係職員について＞ 

本事業は機構本部の企画部で所掌しており、他部署の職員は一切関与してい

ない（別紙２参照）。 

 

＜関係職員の処分について＞ 

 別添４のとおり。 





国際能力開発支援センターの収支状況報告に係る確認手続きの状況

運営状況報告
収支状況報告

（四半期毎に報告）

雇用・能力開発機構 (財)海外職業訓練協会

国際能力開発支援センター

報告書の確認体制

企画部長

企画部次長

調査役

担当

運営委託契約の概要
委託費は無償（センターは機構が所有）
センター運営により生ずる収入金は、センター
運営に必要な費用に充当すること
センターの運営に係る経費は他の経費と区分し
ておくこと
運営状況報告書・運営収支状況報告書を四半期
毎に機構（企画部）あて提出すること
機構(企画部）は、必要があるときは、随時監査
することができる（実績なし）。

運営委託契約

報告書の提出

※

企
画
部
長
が
最
終
確
認
者

※ 収支状況報告書に
帳簿書類は添付され
ていない

・昭和57年11月設立（厚生労働省職業能力開発局所管）
・理事長；青木功（元厚生労働省職業安定局長）
・千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-1住友ｹﾐｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ22階

運 営 受 託



別添４

施設名 役職（在籍時） 処分予定内容 処分対象期間

雇用・能力開発機構本部 企画部長A 厳重注意 H18.3～20.3

雇用・能力開発機構本部 企画部長B 厳重注意 H20.4～22.3

雇用・能力開発機構本部 企画部長C 厳重注意 H22.4～

国際能力開発支援センターの運営委託契約に係る職員の処分状況

※平成17年４月から平成18年２月まで在籍していた企画担当理事については、既に退職済みであるため
処分対象外。
※企画部長Bについては、企画担当理事として現在在職中であるため、業績勘案率については、本事例
も鑑み、退職の際にご審議いただくものと考えている。



1 

別添５ 

 

緊急人材育成支援事業に係る不正受給事案と雇

用・能力開発機構の関係について 

 

 

１．緊急人材育成支援事業について 

緊急人材育成支援事業は、雇用保険を受給できない求職者等に対する新たなセ

ーフティネットとして、再就職に必要な技能及び知識を習得するための職業訓練

を無料で実施するものであり、訓練実施機関及び訓練受講者に対し、以下の内容

の奨励金及び給付金が支給されるものである。 

①緊急人材育成支援事業における職業訓練を実施する訓練実施機関に対しては、

訓練奨励金として受講生１人あたり月額６～１０万円が支給される。 

②訓練受講者のうち、雇用保険を受給できなくても安心して職業訓練を受講でき

るよう、一定の要件を満たす者に、訓練期間中の生活費として訓練・生活支援

給付が支給される。 

 

２．今回の不正受給について 

 ２月２１日付けの朝日新聞等において指摘された緊急人材育成支援事業に係

る不正受給については、訓練実施機関が訓練奨励金や訓練受講者の訓練・生活支

援給付の支給申請を行うに当たり、出席数を水増しして請求を行った疑いがある

ものである。 

 

３．不正受給事案に係る雇用・能力開発機構の役割 

緊急人材育成支援事業は、厚生労働省が中央職業能力開発協会（以下「中央協

会」という。）に基金を設置して実施しているものであり、今回の不正受給の対

象となった訓練奨励金及び訓練・生活給付に関する業務のうち、雇用・能力開発

機構においては訓練奨励金の支給申請に係る審査業務等を担っており、支給業務

は中央協会において行っている。 

 

４．雇用・能力開発機構の責任について 

 訓練奨励金の支給申請に当たり、訓練実施機関が作成した申請書の出欠状況を

確認するに当たっては、中央協会が定める申請書において、受講者本人の署名を

もって確認することとされており、その他各種契約書等においても、能開機構に

おいて受講者出欠報告書の内容と出席簿等の原簿を対比することは求められて

いない。また、今回の事例については、訓練実施機関において出席簿を改ざんし、

報告書類を作成して提出しており、支給申請の段階で発見することは不可能であ

ったものであり、能開機構の審査業務には瑕疵はなかったと考えている。 

 



・計画認定申請書等の提出

・訓練認定基準の作成、事業運営に係る調整
・訓練実施計画の認定
・訓練・生活支援給付及び各種奨励金の支給決定
等

・事業の制度設計
・事業運営の監督・指導
・業界団体等を通じた人材ニーズの
把握 等

＜訓練コース＞
①再就職に必須のＩＴスキルを習得するための訓練（３か月程度）
②新規成長・雇用吸収分野における基本能力から実践能力までを習得するための訓練（３～６か月程度）

緊急人材育成支援事業の概要

＜訓練実施機関への奨励金＞
○訓練コース新設に係る初期費用の助成（５～300万円）：平成22年度末で終了
○訓練実施に係る助成（受講生１人当たり月額６～10万円）

社会福祉法人教育訓練企業専修各種学校 職業訓練法人

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

求
職
者
（※

２
）

事業主 受
講

受
講
勧
奨

＜ 訓練実施機関 ＞

中央職業能力開発協会 厚生労働省

基金造成

・訓練実施計画の
認定通知
・各種奨励金の支給

※２ 雇用保険を受給できない求職者
（非正規離職者、長期失業者など）

訓練・生活支援給付の審査・支給
【要件】主たる生計者であること等
【支給額】単身者：月１０万円

世帯者：月１２万円

・各種申請書の取次及び
そのチェック結果の報告

一
部
委
託

・訓練実施機関の開拓
・訓練実施計画の作成支援

委
託
内
容

＜委託先団体（※１）＞
訓練コーディネート等のノウハウを有する団体
・訓練実施機関の開拓
・訓練実施計画の作成支援、申請書等のチェック

・キャリア・コンサルティング

※１ 企画競争の結果、（独）
雇用・能力開発機構に22年
度分の業務を委託している。
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中央協会 

②訓練奨励金支給申請書、

受講者出席報告書の提出 

② 訓練・生活支援給付支給申請確認報告

書の作成 

訓練実施機関 

訓練奨励金及び訓練・生活支援給付の支給申請の流れについて 

申請から支給までは以下のような流れになっている。2/21付けで朝日新聞に取り上げられ

た事例においては、訓練実施機関が、訓練奨励金及び訓練・生活支援給付の支給申請にあ

たり、訓練の出席状況を水増しして実際よりも多くの訓練奨励金及び訓練・生活支援給付

金を受け取った疑いがあるもの。詳細については厚生労働省において現在確認中。 

④訓練・生活支援

給付支給申請書等

の提出 

 

③申請書の受付及び審査 

・提出された支給申請書に記

載された受講者数と受講者出

欠報告書の受講者数が一致し

ていることを確認。 

・受講者出欠報告書に受講者

全員の署名があることを確認 

等 

④審査結果の報告 

⑤訓練奨励金の支給決定 

※算定基礎月において、訓練に１日

以上出席した受講者の数に月額を

乗じた額を支給 

⑤訓練・生活支援給付の審査及び支給決

定 

※10 日以上訓練日数があり、訓練日数

の８割以上出席している受講者に対し

支給される。 

訓練受講者 
能開機構 

⑥訓練奨

励金支給 

⑥訓練・生活支援

給付の支給 

① 支給申請書等の

提出 

① 訓練奨励金支給申請書、受講者出

欠報告書の作成 

 

③訓練・生活支援

給付支給申請書等

の確認手続 

ハローワーク 



中央職業能力開発協会

指導・指示

雇用・能力開発機構における訓練奨励金の支給申請書の受付及び審査業務の流れ

訓練実施機関

業務委託契約

都道府県センター機構本部

支給申請

審査結果報告

雇用・能力開発機構

○都道府県センターへの指導及び
指示

○申請書の受付及び審査
・提出された支給申請書に記載され
た受講者数と受講者出欠報告書の受
講者数が一致していることを確認
・受講者出欠報告書に受講者全員の
署名があることを確認


